
◎
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律

（
平
成
二
一
年
七
月
一
五
日
法
律
第
七
七
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
一
年
四
月
二
八
日
・
衆
議
院
総
務
委
員
会
）

○
鳩
山
国
務
大
臣

住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ

き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。こ

の
法
律
案
は
、
外
国
人
住
民
の
利
便
を
増
進
す
る
と
と
も
に
、
国
及

び
地
方
公
共
団
体
の
行
政
の
合
理
化
に
資
す
る
た
め
、
外
国
人
住
民
を
住

民
基
本
台
帳
法
の
適
用
対
象
に
加
え
、
住
民
票
の
記
載
事
項
等
に
つ
い
て

所
要
の
改
正
を
行
い
、
ま
た
、
市
町
村
の
区
域
外
へ
住
所
を
移
し
た
場
合

に
お
い
て
も
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
引
き
続
き
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
所
要
の
手
続
を
定
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
法
律
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。第

一
に
、
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
を
適
用
除
外
と
す
る
現
行
の
規

定
を
改
正
し
、
外
国
人
住
民
を
こ
の
法
律
の
対
象
に
加
え
る
と
と
も
に
、

外
国
人
住
民
に
係
る
住
民
票
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
、
氏
名
、
住
所
等
の

ほ
か
、
国
籍
、
在
留
資
格
、
在
留
期
間
等
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
て
お
り

ま
す
。

第
二
に
、
外
国
人
住
民
と
な
っ
た
者
の
届
け
出
、
外
国
人
住
民
の
世
帯

主
と
の
続
柄
の
変
更
の
届
け
出
な
ど
外
国
人
住
民
に
必
要
な
規
定
を
設
け

る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
法
務
大
臣
は
、
外
国
人
住
民
に
係
る
住
民
票
の
記
載
事
項
の

変
更
等
を
知
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
住
所
地
の
市
町
村
長

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
四
に
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
継
続
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
、
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
交
付
し
た
市
町
村
長
に
当
該
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
を
返
納
す
る
規
定
を
削
除
す
る
と
と
も
に
、
転
入
地
の
市
町
村
長
に
よ

る
カ
ー
ド
記
載
事
項
の
変
更
等
の
手
続
を
定
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。以

上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

二
、
衆
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
六
月
一
九
日
）

○
赤
松
正
雄
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
総
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

ま
す
。
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本
案
は
、
市
町
村
の
区
域
外
へ
住
所
を
移
し
た
場
合
に
お
い
て
も
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
引
き
続
き
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
所
要
の
手

続
を
定
め
、
ま
た
、
外
国
人
住
民
の
利
便
を
増
進
す
る
と
と
も
に
、
国
及

び
地
方
公
共
団
体
の
行
政
の
合
理
化
に
資
す
る
た
め
、
外
国
人
住
民
を
住

民
基
本
台
帳
法
の
適
用
対
象
に
加
え
、
住
民
票
の
記
載
事
項
等
に
つ
い
て

所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
四
月
二
十
七
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
翌
二
十
八
日

総
務
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
五
月
十
二
日
及
び
昨

日
質
疑
を
行
い
、
本
日
質
疑
を
終
局
い
た
し
ま
し
た
。

次
い
で
、
本
案
に
対
し
、
自
由
民
主
党
、
民
主
党
・
無
所
属
ク
ラ
ブ
及

び
公
明
党
の
三
会
派
共
同
に
よ
り
、
政
府
原
案
に
お
い
て
外
国
人
住
民
に

係
る
住
民
票
を
作
成
す
る
対
象
者
と
な
っ
て
い
な
い
仮
放
免
者
等
に
つ
い

て
、
引
き
続
き
行
政
上
の
便
益
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と
の
観
点
か

ら
、
そ
の
者
に
係
る
記
録
の
適
正
な
管
理
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
内
容
と
す
る

修
正
案
が
提
出
さ
れ
、
趣
旨
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
し
た
。
次
い
で
、
原

案
及
び
修
正
案
に
つ
い
て
討
論
を
行
い
、
採
決
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、

修
正
案
は
全
会
一
致
、
修
正
部
分
を
除
く
原
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
可

決
さ
れ
、
本
案
は
修
正
議
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
委
員
会
修
正
の
提
案
理
由（
平
成
二
一
年
六
月
一
九
日
）

○
森
山
（
裕
）
委
員

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
修
正
案
に
つ
き
ま

し
て
、
提
出
者
を
代
表
い
た
し
ま
し
て
、
そ
の
提
出
の
趣
旨
及
び
内
容
に

つ
い
て
御
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
修
正
案
は
、
政
府
原
案
に
お
い
て
外
国
人
住
民
に
係
る
住
民
票
を

作
成
す
る
対
象
者
と
な
っ
て
い
な
い
仮
放
免
者
等
に
つ
い
て
、
引
き
続
き

行
政
上
の
便
益
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と
の
観
点
か
ら
、
そ
の
者
に

係
る
記
録
の
適
正
な
管
理
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果

に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
具
体
的
な
内
容
は
、
政
府
は
、
現
に
本
邦
に
在
留
す
る
外
国
人
で

あ
っ
て
入
管
法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
放
免
を
さ
れ
当
該

仮
放
免
の
日
か
ら
一
定
期
間
を
経
過
し
た
も
の
そ
の
他
の
現
に
本
邦
に
在

留
す
る
外
国
人
で
あ
っ
て
入
管
法
ま
た
は
入
管
特
例
法
の
規
定
に
よ
り
本

法
に
在
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
入
管
法
等
改

正
法
附
則
第
六
十
条
第
一
項
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
入
管
法
等
改
正
法
の
施

行
日
以
後
に
お
い
て
も
な
お
そ
の
者
が
行
政
上
の
便
益
を
受
け
ら
れ
る
こ

と
と
な
る
よ
う
に
す
る
と
の
観
点
か
ら
、
必
要
に
応
じ
て
、
そ
の
者
に
係

る
記
録
の
適
正
な
管
理
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に

基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
規
定
を
、
附
則
第
二
十
三

条
と
し
て
追
加
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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以
上
が
、
本
修
正
案
の
趣
旨
及
び
内
容
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
委
員
各
位
の
御
賛
同
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
一
年
六
月
一
九
日
）

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
十
分
配
慮
す
べ

き
で
あ
る
。

一

外
国
人
住
民
へ
の
住
民
基
本
台
帳
制
度
の
適
用
拡
大
に
当
た
っ
て

は
、
基
本
的
人
権
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
基
盤
と
し
て

外
国
人
住
民
が
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
適
切
に
享
受
で
き
る
よ
う
万
全
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。

二

仮
住
民
票
の
作
成
を
含
む
外
国
人
住
民
の
住
民
基
本
台
帳
へ
の
記
録

関
係
事
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
事
務
の
委
託
先
等
を
含
め
、

デ
ー
タ
保
護
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
徹
底
、
情
報

管
理
に
係
る
責
任
体
制
の
明
確
化
等
、
個
人
情
報
保
護
に
万
全
を
期
す

る
こ
と
。

三

他
の
市
町
村
へ
の
転
入
後
に
お
け
る
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
継
続

利
用
を
可
能
と
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
個
人
情
報
保
護
に
齟
齬
が
生
ず

る
こ
と
の
な
い
よ
う
慎
重
な
配
慮
を
行
う
こ
と
。

四

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
等
の
シ
ス
テ
ム
改
修
に
要

す
る
費
用
や
、
仮
住
民
票
の
作
成
に
要
す
る
費
用
等
、
本
法
施
行
に
伴

い
地
方
公
共
団
体
に
発
生
す
る
経
費
に
つ
い
て
適
切
な
財
政
措
置
を
講

ず
る
と
と
も
に
、
新
た
な
在
留
管
理
制
度
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
つ

い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
に
負
担
を
求
め
な
い
こ
と
。

五

外
国
人
住
民
に
係
る
行
政
が
質
、
量
と
も
に
大
き
く
変
化
し
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
、
政
府
に
お
け
る
総
合
調
整
機
能
の
整
備
を
図
る
と
と

も
に
、
本
法
施
行
に
係
る
も
の
を
含
め
、
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
財

政
措
置
の
拡
充
強
化
に
努
め
る
こ
と
。

三
、
参
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
七
月
八
日
）

○
内
藤
正
光
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
総
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。本

法
律
案
は
、
市
町
村
の
区
域
外
へ
住
所
を
移
転
し
た
場
合
に
お
い
て

も
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
引
き
続
き
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
と
と
も
に
、
外
国
人
住
民
を
住
民
基
本
台
帳
法
の
適
用
対
象
に
加
え

る
た
め
住
民
票
の
記
載
事
項
等
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
外
国
人
住
民
に
係
る
住
民
票
を
作
成
す
る

対
象
者
と
な
っ
て
い
な
い
仮
放
免
者
等
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
行
政
上
の

便
益
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と
の
観
点
か
ら
、
そ
の
者
に
係
る
記
録

の
適
正
な
管
理
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い

て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
規
定
を
附
則
に
追
加
す
る
修
正
が
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行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
参
考
人
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
と
と
も

に
、
法
改
正
に
際
し
て
の
人
権
へ
の
配
慮
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
、
外
国

人
住
民
へ
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
法
改
正
の
影
響
、
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
と
社
会
保
障
カ
ー
ド
等
と
の
一
元
化
へ
の
取
組
、
外
国
人
留
学
生

支
援
に
関
す
る
各
府
省
連
携
の
強
化
、
自
治
体
の
外
国
人
施
策
に
対
す
る

支
援
、
法
改
正
に
関
す
る
自
治
体
へ
の
周
知
徹
底
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表

し
て
山
下
芳
生
委
員
よ
り
反
対
、
社
会
民
主
党
・
護
憲
連
合
を
代
表
し
て

又
市
征
治
委
員
よ
り
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
ま
し

た
。討

論
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
六
項
目
か
ら
成
る
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
一
年
七
月
七
日
）

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実
現
に
努

め
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
外
国
人
住
民
へ
の
住
民
基
本
台
帳
制
度
の
適
用
拡
大
に
当
た
っ
て

は
、
基
本
的
人
権
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
本
改
正
を
基
盤
と
し

て
外
国
人
住
民
が
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
適
切
に
享
受
で
き
る
よ
う
万
全
の

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
、
仮
住
民
票
の
作
成
を
含
む
外
国
人
住
民
の
住
民
基
本
台
帳
へ
の
記
録

関
係
事
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
事
務
の
委
託
先
等
を
含
め
、

デ
ー
タ
保
護
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
徹
底
、
情
報

管
理
に
係
る
責
任
体
制
の
明
確
化
等
、
個
人
情
報
保
護
に
万
全
を
期
す

る
こ
と
。

三
、
各
種
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
手
続
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
化
を
始
め
、
日
本
に

お
け
る
外
国
人
の
居
住
環
境
を
更
に
改
善
す
る
た
め
、
政
府
に
お
け
る

総
合
調
整
機
能
の
整
備
、
国
・
地
方
公
共
団
体
の
行
政
機
関
の
間
で
の

密
接
な
連
携
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
本
法
施
行
に
係
る
も
の
を
含

め
、
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
財
政
措
置
の
拡
充
強
化
に
努
め
る
こ

と
。

四
、
他
の
市
町
村
へ
の
転
入
後
に
お
け
る
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
継
続

利
用
を
可
能
と
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
個
人
情
報
保
護
に
お
い
て
齟
齬

が
生
ず
る
こ
と
が
な
い
よ
う
慎
重
な
配
慮
を
行
う
こ
と
。

五
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
等
の
シ
ス
テ
ム
改
修
に
要

す
る
費
用
や
、
仮
住
民
票
の
作
成
に
要
す
る
費
用
等
、
本
法
施
行
に
伴

い
地
方
公
共
団
体
に
発
生
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
国
に
よ
る
適
切
な

住
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す
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財
政
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
新
た
な
在
留
管
理
制
度
の
実
施
に
要

す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
に
負
担
を
求
め
な
い
こ
と
。

六
、
電
子
自
治
体
の
推
進
に
当
た
っ
て
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
開
発
・
維
持

管
理
に
係
る
多
大
な
コ
ス
ト
、
個
人
情
報
等
の
漏
え
い
・
紛
失
等
に
よ

る
住
民
の
権
利
・
利
益
の
侵
害
を
守
る
た
め
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対

策
の
高
度
化
な
ど
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
的
・
人
的
負
担
が
一
層
増

し
て
い
る
こ
と
を
勘
案
し
、
政
府
と
し
て
十
分
な
支
援
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。

右
決
議
す
る
。

住
民
基
本
台
帳
法
の
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改
正
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